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『水道料金の見直しについて』お知らせ 

 

海津市の水道事業は市民の皆さまからいただいた水道料金などにより施設の

整備、維持管理、事業運営などの費用を賄っています。 

 人口減少、節水型給水器具の普及もあり、使用水量が減り、またそれに伴い

収益も減少しています。市は、これまで施設管理及び事務事業の見直しなどに

より、経営の健全化に努めてきました。 

 しかし、将来にわたり安全な水の安定供給を続けるためには、一定の料金収

入が確保できるよう料金の見直しが必要となっています。 

いうまでもなく水道事業の使命は 24時間、皆さまに安全でおいしい水を安定

して供給することです。生活に欠かすことのできない水道を、将来に渡って適

正に管理運営をするため、料金の見直しにご理解をお願いします。 

 

《料金の見直しが必要な主な３つの理由》 

その１ 老朽施設の更新工事費の増 

 水を送るためには、地下から水をくみ上げる取水ポンプ、きれいな水を作る

浄水設備、家庭に送るための配水ポンプ、それらを動かすための電気設備、そ

して水道管など多くの施設が必要です。 

現在、市内の水道管の総延長は、411kmにも及びこれは海津市から東京までの

距離とほぼ同じです。水道管の寿命は材

質にもよりますが、おおむね 40年と言わ

れています。そうしますと、毎年 10キロ

メートルの更新を行わなければなりませ

ん。市では、寿命を延ばしながら更新し

ていく計画を立てています。 

 

     （右写真 水道管からの漏水） 

 

その２ 施設の耐震化 

 水を安定して供給し続けるためには、施設・設備を計画的に補修・改築して

いかなければならない状況にあります。その際には、大規模地震を受けたとし

ても、施設の機能に重大な影響が及ぶことがないように、耐震化なども考慮す

る必要があります。 
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その３ 使用水量の減少による料金収入の減 

節水機器の普及やペットボトル等によ

る「水」の販売など生活スタイルの変化

や人口減少などにより水の需要が減少し、

それに併せて料金収入も減少してきまし

た。 

今後においても、更に減収が見込まれ

ます。 

 

                           

 

      

 

※使用水量と料金収入の推移 

《いくらになるの？》 

 平成 28 年 9 月 16 日に、学識経験者や公共的団体の代表者及び公募で選ばれ

た委員などで構成される海津市水道料金等審議会に「水道料金の見直しについ

て」を諮問しました。審議会では 4 回に渡って検討され今年 3 月 15 日、「水道

料金の値上げはやむを得ない」と市長へ答申されました。（諮問書と答申書は市

ホームページで見ることができます。） 

 

《答申された水道料金改正案》 

 

            現 行 （税抜）         答申案 （税抜） 

基本料金（10㎥）  １，４００円／月 

超過料金（1㎥あたり）    １４０円／㎥ 

 

  

 ※答申書には、審議会の意見も付され、今後における事業運営にあたり経営

健全化の取組み等に配慮されたいとされています。 

 

水道事業には、経費は水道料金で賄わなければならない独立採算制の原則が

ありますので、一般会計からの補てんは望ましくありません。 

年度 
使用水量 料金収入 

（千㎥） (千円:税抜) 

H20 4,460  641,601  

H21 4,395  645,785  

H22 4,367  641,709  

H23 4,250  626,091  

H24 4,194  618,471  

H25 4,136  610,701  

H26 4,062  599,603  

H27 3,973  589,064  

H28 3,950  586,325  

 １，５００円／月 

   １８０円／㎥ 
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《説明会を開催します》 

市では、審議会の答申を踏まえ市民の皆さまへ「水道料金の見直しについて」

説明会を開催します。ご都合の良い会場に、ぜひご来場ください。 

 

《日時・会場》 

  ４ページのとおり 

 

《説明内容》 

１．水道事業の現状と課題 

２．水道施設の整備計画 

３．水道事業の経営状況 

４．水道料金等審議会答申について 

５．その他 

 

※各日とも 1時間 30分を予定しています。 

※各種団体等で説明会を希望される場合は、下記までお問合せください。 

 

 

 

問合せ 

   海津市役所 上下水道課 

    海津市海津町高須 515番地 

     電話（0584）53-1429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 海津北部浄水場） 
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『水道料金の見直しについて』説明会の日程及び会場 

月  日 時 間 会  場 所 在 地 

6月 20日（火） 13時 30分～ 
海津市役所  

西館１階大会議室 
海津町高須 

6月 21日（水） 13時 30分～ 
海津市役所  

西館１階大会議室 
海津町高須 

〃 19時 30分～ 
文化会館 

２階大会議室 

南濃町駒野 

奥条入会地 

6月 22日（木） 19時 30分～ 
ふるさと会館 

会議室 
平田町仏師川 

6月 23日（金） 19時 30分～ 
文化センター 

農事研修室 
海津町高須 

6月 25日（日） 13時 30分～ 
文化センター 

農事研修室 
海津町高須 

〃 19時 30分～ 
文化センター 

農事研修室 
海津町高須 

6月 26日（月） 19時 30分～ 
大江小学校 

体育館 
海津町古中島 

6月 27日（火） 19時 30分～ 
東江小学校 

体育館 
海津町駒ヶ江 

6月 28日（水） 19時 30分～ 
西江小学校 

体育館 
海津町安田 

6月 30日（金） 19時 30分～ 
吉里小学校 

体育館 
海津町松木 

7月 1日（土） 13時 30分～ 
ふるさと会館 

会議室 
平田町仏師川 

〃 19時 30分～ 
ふるさと会館 

会議室 
平田町仏師川 

7月 2日（日） 13時 30分～ 
働く女性の家 

２階軽運動室 
南濃町吉田 

〃 19時 30分～ 
働く女性の家 

２階軽運動室 
南濃町吉田 

7月 3日（月） 19時 30分～ 
海西公民館 

２階和室 
平田町野寺 

7月 4日（火） 19時 30分～ 
みかげの森 

研修室 
南濃町津屋 
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